
動物の輸出入検疫速報（令和4年10月分）

(単位：頭、羽）

用　途 輸　入 輸　出
　乳用繁殖用 - -
　肉用繁殖用 - -
　肥育用 952 -
　と畜場直行用 - -
　その他 - -
　繁殖用 171 -
　その他 - -

　めん羊 4 -
　山羊 - -

　その他の偶蹄類 - -

　繁殖用 2 -
　乗用 5 -
　競走用 35 1
　肥育用 417 -
　と畜場直行用 - -
　その他 - -

　その他の馬科 - -

　うさぎ 76 1

　鶏 - -
　うずら - -
　だちょう - -
　七面鳥 - -
　あひる - -
　がちょう - -
　その他のかも目の鳥類 - -
　きじ - -

　ほろほろ鳥 - -

　初生ひな（鶏） 39,889 -

　初生ひな（その他） - -

　種卵（個） - -

　蜜蜂（群） - -

　指定検疫物以外の動物（注２） 13,770

　犬 678 446
　猫 270 205
　あらいぐま - -
　きつね 4 -

　スカンク - -

　サル -

（資料）動物検疫所調べ
（注）１　解放頭羽数ベースの速報値のため、数値が変更となることがある。
　　　２　家畜伝染病予防法第４５条第１項第１号に基づく検査を実施した動物。

　馬

　牛

　豚



骨 砕骨 蹄角 骨腱 蹄角粉 その他の骨 計

1,469,401 1,208,911 8,119 42,007 36,000 - 2,764,437

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 鹿肉
その他の
偶蹄類肉

加熱処理牛肉

50,152,579 89,339,407 1,246,993 48,975 344 - 94,854

加熱処理豚肉
加熱処理

その他の偶蹄類
ハム 加熱処理ハム ソーセージ

加熱処理
ソーセージ

ベーコン

831,814 - 205,588 12,412 1,311,444 658,041 142,467

加熱処理
ベーコン

馬肉 うさぎ肉 家きん肉 犬肉
非加熱

その他の肉
加熱処理
その他の肉

299 561,979 1,215 60,923,571 - 1,078,415 3,630,355

加熱処理
家きん肉

加熱処理
その他の家きん

計

40,405,419 2,702,914 253,349,086

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
加熱処理
牛の臓器

加熱処理
豚の臓器

加熱処理その他
の偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の
臓器

56,267 4,037 7,098 - - - 51,090

消化管等
加熱処理
消化管等

ケーシング 脂肪
非加熱

その他の臓器
加熱処理

その他の臓器
加熱処理

家きん臓器・消化管等

3,612,659 70 235,465 3,293,409 99 - 178,611

加熱処理その他
の家きん臓器

計

7,336 7,446,142

食用殻付卵 液卵 その他の卵 計

- 468,052 - 468,052

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 鹿皮
その他の
偶蹄類の皮

馬皮

1,937,664 90,019 131,982 - 64,374 - 79,616

うさぎ皮 犬皮 その他の皮 計

39,000 - - 2,342,656

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 鹿毛
その他の
偶蹄類の毛

馬毛

- 2,100 1,157 12,875 - 525 33

うさぎ毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 258,109 - - 274,799

チーズ バター
偶蹄類動物の飼
料用乳製品

その他の
乳製品

計

21,845,214 948,835 4,129,076 5,128,206 32,051,330

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

57,099 100 - - 57,199

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

40,785 124 4 4

穀物のわら 飼料用の乾草 その他 計

15,833,203 - 85,160 15,918,363

総計

314,672,065

資料）動物検疫所調べ

(注）

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家きん、うさぎ、犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」には、餃子やピザなど肉（臓器）を含む調製品である。

９．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

１０．総計に「その他の畜産物」は含めない。

１１．類別の計は、集計対象が無い場合「0」と記す。

卵類

　輸入畜産物検疫数量速報（令和4年10月分） （単位：Kg）

骨類

肉類

臓器類

８．「家きん加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した施設で加熱処理された、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ
　　鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の鳥類由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコンである。

皮類

毛類

ミール類

その他
畜産物

わら類

乳製品類

１．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。
　　また、数量についてはことわりのない限り、Kg集計できるもののみを集計している。

３．「家きん肉」は、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の
　　鳥類由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコン。

７．「加熱処理肉」、「加熱処理ソーセージ、ハム、ベーコン」、「その他の加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した
　　処理施設で一定の加熱処理がなされたもの。なお、家きん肉由来のものは含まない。



骨 砕骨 蹄角 骨腱 生骨粉 加熱処理骨粉 蹄角粉

4,000 - - - - - -

その他の骨 計

- 4,000

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 鹿肉
その他の
偶蹄類肉

ハム

744,567 95,102 - - 22 - 46

ソーセージ ベーコン 馬肉 うさぎ肉 家きん肉 犬肉 その他の肉

596 82 - - 352,840 - 36,480

計

1,229,735

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
偶蹄類以外の

臓器
消化管等 ケーシング 脂肪

46 4,990 - 2,445 8,991 - 19,040

非加熱
その他の臓器

計

184 35,697

殻付卵 液卵 その他の卵 計

3,255,153 10,508 10,454  3,276,115

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 鹿皮
その他の

偶蹄類の皮
馬皮

1,076,032 5,365,696 - - - - -

うさぎ皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 6,441,728

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 鹿毛
その他の

偶蹄類の毛
馬毛

- - - - - - -

うさぎ毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 21,552 - 38 21,590

チーズ バター
偶蹄類動物の飼

料用乳製品
その他の
乳製品

計

7,737 - - 571,752 579,489

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

- - - - 0

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

- - - 0

総計

11,588,353

資料）動物検疫所調べ

(注）

２．携帯品・郵便物として輸出されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家きん、うさぎ、犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．総計に「その他の畜産物」は含めない。

７．その他の畜産物の計に精液、受精卵、未受精卵は含めない。

８．類別の計は、集計対象が無い場合「0」と記す。-

　輸出畜産物検疫数量速報（令和4年10月分） （単位：Kg）

骨類

肉類

毛類

３．「家きん肉」は、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の
　　鳥類由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコン。

ミール類

臓器類

その他
畜産物

卵類

皮類

１．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。
　　また、数量についてはことわりのない限り、Kg集計できるもののみを集計している。

乳製品類


